
議
第
百
十
一
号

中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
に
つ
い
て

中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例

（
設
置
）

第
一
条

中
部
山
岳
国
立
公
園
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
自
然
、
観
光
、
文
化
等
の
魅
力
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、

自
然
体
験
及
び
交
流
の
場
を
提
供
し
、
も
っ
て
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
た
め
、
高
山
市
に
中
部
山
岳
国
立

公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
使
用
の
許
可
）

第
二
条

セ
ン
タ
ー
（
附
属
施
設
設
備
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

知
事
（
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
許
可
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
不
許
可
）

第
三
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

一

セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
き
。

二

セ
ン
タ
ー
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
使
用
許
可
の
取
消
し
等
）

第
四
条

知
事
は
、
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
項
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

こ
の
条
例
に
基
づ
く
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三

許
可
を
受
け
た
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

四

セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
知
事
が
必
要
と
認
め
て
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

五

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
こ
の
条
例
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。
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六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
特
別
設
備
）

第
五
条

使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
に
特
別
の
設
備
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
料
金
）

第
六
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者

の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

利
用
料
金
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
料
金
の
納
入
等
）

第
七
条

使
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
用
料
金
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

既
納
の
利
用
料
金
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
原
状
回
復
義
務
）

第
八
条

使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
使
用
場
所
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
遵
守
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
が
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
行
為
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
、
資
料
等
を
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
な
い
こ
と
。

二

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

三

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
物
を
携
帯
し
な
い
こ
と
。

四

物
品
を
陳
列
し
、
若
し
く
は
販
売
し
、
又
は
広
告
等
を
配
布
し
な
い
こ
と
。

五

火
気
又
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
示
す
る
事
項

２

知
事
は
、
利
用
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
そ
の
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
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き
は
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
十
条

法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
知
事
が
指
定
す
る
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の

管
理
に
関
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
作
成
し
、
知
事
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
者

を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

県
民
が
セ
ン
タ
ー
を
平
等
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
業
計
画
が
、
セ
ン
タ
ー
の
適
正
な
管
理
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三

前
号
の
事
業
計
画
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り

消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

５

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
）

第
十
一
条

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
て
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と

き
。

二

前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
い
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

め
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
等

で
、
知
事
が
臨
時
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
と
き
に
限
り
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停

止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
知
事
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
使
用
料
を
徴
収

す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
指
定
管
理
者
」
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と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
、
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
は
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び

第
九
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
域
資
源
を
活
用
し
た
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
域
の
自
然
等
に
関
す
る
資
料
の
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

四

利
用
者
へ
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
こ
と
。

五

利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
こ
と
。

（
管
理
の
基
準
）

第
十
三
条

指
定
管
理
者
が
行
う
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

営
業
及
び
休
業
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ

水
曜
日
（
当
該
水
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規

定
す
る
休
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
翌
日
以
降
の
最

初
の
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
で
な
い
日
）
を
休
業
日
と
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
時
に
休
業
し
、
又
は
休
業
日
に
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

二

利
用
時
間
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
利
用
時
間
と
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
時
間
を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受

け
る
こ
と
。

三

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け

て
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

四

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
当
該
管
理
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で

き
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
な
い
よ
う
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
事
業
計
画
書
の
提
出
等
）

第
十
四
条

指
定
管
理
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
業
計
画
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業

年
度
の
開
始
前
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

（
管
理
の
休
廃
止
）

第
十
五
条

指
定
管
理
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
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（
公
示
）

第
十
六
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
。

二

第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

を
命
じ
た
と
き
。

四

前
条
の
承
認
を
し
た
と
き
。

（
過
料
）

第
十
七
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
去
の
命
令
に
従
わ
な
い

者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
委
任
）

第
十
八
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
岐
阜
県
飛
驒
・
北
ア
ル
プ
ス
自
然
文
化
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
岐
阜
県
飛
驒
・
北
ア
ル
プ
ス
自
然
文
化
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
）
の
項
を
削
る
。

別
表
（
第
六
条
、
第
十
一
条
関
係
）

一

多
目
的
エ
リ
ア

金

額
（
円
）

区

分

午

前

午

後

全

日

多
目
的
エ
リ
ア

四
、
七
〇
〇

六
、
三
〇
〇

九
、
九
〇
〇
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附
属
施
設
設
備
等

知
事
が
定
め
る
額

二

広
場区

分

金

額
（
円
）

広
場

一
時
間
に
つ
き
七
八
〇

附
属
施
設
設
備
等

知
事
が
定
め
る
額

備
考一

こ
の
表
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

午
前

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
を
い
う
。

ロ

午
後

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
い
う
。

ハ

全
日

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
い
う
。

二

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
利
用
時
間
区
分
以
外
の
時
間
に
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

利
用
時
間
区
分
の
午
前
に
接
続
し
て
午
前
九
時
前
又
は
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
を
利
用

す
る
場
合

三
十
分
（
当
該
利
用
時
間
に
三
十
分
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
三

十
分
と
し
て
計
算
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
こ
の
表
の
午
前
の
区
分
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で

指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

利
用
時
間
区
分
の
午
後
に
接
続
し
て
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
又
は
午
後
五
時
後
の
時
間
帯
を
利
用

す
る
場
合

三
十
分
に
つ
き
、
こ
の
表
の
午
後
の
区
分
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め

る
利
用
料
金
の
額
に
〇
・
一
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三

一
時
間
当
た
り
で
定
め
ら
れ
て
い
る
額
に
つ
い
て
は
、
利
用
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

四

利
用
料
金
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
十
円
未
満
を
四
捨
五
入
す
る
。

提

案

説

明

中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。


